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公共交通における新型コロナウイルス感染症
の影響等について



【機密性２】
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新型コロナウイルス感染症の発生状況（全国）

出典・参照：厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」オープンデータ（2021/9/1時点）
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【機密性２】
新型コロナウイルス感染症の発生状況（中部運輸局管内）
出典・参照：厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」オープンデータ（2021/9/1時点）
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【機密性２】
新型コロナウイルス感染症の発生状況（中部運輸局管内）

出典・参照：厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染症について オープンデータ（2021/9/1時点）
内閣官房新型コロナウイルス対策推進室HP
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鉄道の輸送人員・運送収入の推移

※ＪＲ、大手民鉄、地下鉄、名古屋臨海高速鉄道（あおなみ線）を除く中部管内５県の中小民鉄等各社（22社）。いずれも、各社実績合計値を令和元年同月値と比較した割合。

名古屋圏

※名古屋駅に乗り入れるJR東海（新幹線を除く）、名鉄、近鉄、地下鉄、名古屋臨海高速鉄道（あおなみ線）の5社局。運送収入はJR東海を除く4社局。いずれも各社実績合計値を令和元年同月値と比較し
た割合。
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鉄道の輸送人員、運送収入は、令和２年１０月に対令和元年比８割程度まで回復したが、それ以降は停滞
し横ばいとなっている。また、令和３年２月以降、中小民鉄の回復状況が輸送人員、運送収入ともに名古
屋圏に比べて１割弱程度低い状況が続いている。

中部５県中小民鉄

出典：R3.8.18付け中部運輸局プレスリリース
「中部地区交通事業者の令和 2 年以降の輸送実績について」
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乗合バス・高速乗合バスの輸送人員・運送収入の推移

高速乗合バス

※中部地域の主要乗合バス事業者24社。いずれも、各社実績合計値を令和元年同月値と比較した割合。

乗合バスの輸送人員、運送収入は、令和２年１０月に対令和元年比８割程度まで回復したが、それ以降は
７割前後で停滞。一方、高速乗合バスの輸送人員、運送収入は、令和２年５月の対令和元年比１割未満を
底に、１０月に対令和元年比３割まで回復するも、令和３年以降は２割程度の状況が固定化。

※中部地域の主要高速乗合バス事業者17社。いずれも、各社実績合計値を令和元年同月値と比較した割合。
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貸切バス・タクシーの輸送人員・運送収入の推移

貸切バスの輸送人員、運送収入は、令和２年６月以降年末にかけて一旦回復傾向も見られたものの、令和
３年以降は再び大きく落ち込み３割前後の状況で停滞。タクシーの輸送人員、運送収入は、令和３年以降
は６割に満たない状況が継続。

タクシー

※中部地域の主要貸切バス事業者26社。いずれも、各社実績合計値を令和元年同月値と比較した割合。

※中部地域の主要タクシー事業者。いずれも、各社実績合計値を令和元年同月値と比較した割合。（ ）内は、回答数。
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旅客船（フェリー）の輸送人員・運送収入の推移
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※中部地域の主要旅客船（フェリー）事業者。いずれも、各社実績合計値を令和元年同月値と比較した割合。（ ）内は、回答数。
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旅客船（フェリー）の輸送人員、運送収入はともに、令和２年６月以降は回復傾向が見られたものの、年
明けにかけて再び大きく落ち込み、令和３年以降は６月に至るまで令和元年比で４～６割の間で停滞。
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【機密性２】
バス・タクシー事業の概況（輸送人員・運送収入）

9

乗合バス（路線バス）

乗合バス（高速バス）

貸切バス

タクシー

・初の緊急事態宣言が発出された令和2年4～5月頃を底に、現在はコロナ禍前の7割前後の水準。
・一般路線に比べ、観光路線の落ち込みが大きい。
・高速バスや貸切バスに比べると落ち込み幅は小さく、生活に欠かせない移動手段として利用されている。

◯コロナ禍前（令和元年）と比較した現在の概況

・初の緊急事態宣言が発出された令和2年4～5月頃を底に、現在はコロナ禍前の2割前後の水準。
・不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は控えるよう呼び掛けられるなど、高速バスを
巡る状況は激変。
・高速バス事業者は、需要動向などを見ながら、減便・運休・復便などを実施。

・初の緊急事態宣言が発出された令和2年4～5月頃を底に、現在はコロナ禍前の3割前後の水準。
・コロナ禍で一般団体からの受注は無く、稼働は企業の従業員送迎やスクールバスなど一部に留まる。
・ワクチン接種者輸送やオリンピック・パラリンピック関連輸送などを担うが、感染拡大状況によっては、今後のイ
ベント輸送や学校関係輸送（遠足等）のキャンセルや延期といった可能性も。

・初の緊急事態宣言が発出された令和2年4～5月頃を底に、現在もコロナ禍前の6割に満たない状況。
・緊急事態宣言等の適用による飲食店の営業時間短縮は、夜間の利用客の推移に大きく影響。



【機密性２】
地域公共交通における感染拡大防止対策

10

令和2年度第2次補正予算額 13,805百万円



【機密性２】
ポスト・コロナ時代を見据えた地域公共交通の活性化・継続

11

令和2年度第3次補正予算額 305億円



【機密性２】
地域公共交通確保維持改善事業の概要

12

令和3年度予算額 206億円



【機密性２】

＜支援の内容＞

○ 幹線バス交通や地域内交通の運行

・地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入等
を支援

・過疎地域等のコミュニティバス、デマンドタクシー、自家用有償旅客運送等の
運行や車両購入、貨客混載の導入を支援

・旅客運送サービス継続のためのダウンサイジング等の取組を支援

○ 離島航路・航空路の運航
・離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等を支援

地域公共交通確保維持事業
（地域の実情に応じた生活交通の確保維持）

地域公共交通確保維持改善事業の概要

地域の多様な主体の連携・協働による、地域の暮らしや産業に不可欠な交通サービスの確保・充実に向けた取組を支援
（上記取組を促進するため、地域公共交通活性化再生法の枠組みを強化（令和２年１１月２７日施行） ）

令和４年度概算要求額
２５，６５６百万円（前年度比1.25倍）

＜支援の内容＞

○ 公共交通のマスタープランである「地域公共交通計画」
の策定に資する調査等

○ バリアフリー化を促進するためのマスタープラン・基本
構想の策定に係る調査

＜支援の内容＞
○ 高齢者等の移動円滑化のためのノンステップバス、

福祉タクシーの導入、鉄道駅における内方線付点状
ブロックの整備

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

地域公共交通バリア解消促進等事業
（快適で安全な公共交通の実現）

地域公共交通調査等事業
（持続可能な地域公共交通の実現に向けた計画の策定）

線
路
側

ホ
ー
ム
側

〇この他、コロナの影響等により危機に瀕する地域の公共交通事業者に対する持続可能な運行の確保等に向けた支援について事項要求を行っている。
13



【機密性２】
地域公共交通に対する支援施策

14

○地域公共交通の事業継続・活性化に向けた支援（３次補正）【305億円】
・事業計画を策定して行う、収益の回復・増加のための新たな取組に対する重点的な支援
・観光事業者等と連携し、地域全体で魅力と収益力を高める事業に対する支援
・新技術を活用した感染症対策に対する支援
・補助が必要な生活路線における欠損額増大に対する支援等
※R３年度当初の生活交通の維持・確保のための補助（サバイバル補助）【206億円】と一体的に支援

○地方創生臨時交付金等を活用した公共交通に対する支援（３次補正）【1.5兆円】、（事業者支援分（予備費等））【0.5兆円,0,1兆円】
・事業者団体と連携により、公共交通事業者の支援への活用を都道府県知事等自治体首長に働きかけ
【これまでの活用実績：約1,000自治体、約2,500事業】

○雇用維持のための支援等（雇用調整助成金の延長等）
・11月末まで延長された雇用調整助成金の活用を引き続き働きかけ
・緊急事態宣言に伴う移動自粛等による影響を受けた中小事業者に対する支援（一時金）の活用を働きかけ

○資金繰りの支援
・サバイバル補助等の早期交付・概算払いの実施
・政府系金融機関（DBJ、日本政策金融公庫等）による危機対応融資、実質無利子融資の活用を働きかけ

○MaaS（Mobility as a Service）等新たなモビリティーサービスへの支援
・キャッシュレス決済やデータ化、AIの活用等新たな輸送サービスの普及への支援 等

従来から厳しい経営状況に置かれていた地域公共交通は、新型コロナの影響による大幅な輸送需要の減少に
より危機に瀕している中、エッセンシャルサービスとして事業継続を確保しつつ、事業の活性化していくために政
策手段を総動員して支援する必要。

予算措置（業種横断型の支援制度＋国土交通省の補助制度）と法制度を組み合わせて、強力に支援。

１．事業者の事業継続や事業の活性化に向けた支援

○地域公共交通活性化再生法に基づく地域公共交通計画の策定促進（地方公共団体による計画作成の努力義務、策定支援等）
○地域の旅客運送サービスを継続するための事業等の活用（事業計画策定に対する支援等）
○独禁法特例法の活用による事業者間の「競争から協調」への転換（共同経営等による事業の効率化） 等

２．活性化再生法等を活用した持続可能な地域交通の確保
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朝夕２回の検温等による運転者の健康管理

運転者のマスクの着用、手洗いの励行

外気導入による車内換気の徹底
（観光バスは５分、路線バスは３分で車内の空気は入れ替わる）

運転席と乗客席との間の防護シートの設置

座席等のこまめな消毒

事業者における感染防止対策

タクシー車内への
防護シート、消毒液の設置

貸切バスにおける
車内消毒

車内でのマスクの着用への協力依頼

観光バス車内での食事、カラオケ等の禁止への協力依頼

バスターミナルにおける感染防止対策や時差出勤の呼び掛け

利用者に対する感染防止のための協力

路線バス車内へのポスター掲載 新しい旅のエチケット

○ バス・タクシー・トラックは、国民生活や経済活動等を支える重要なインフラであり、緊急事態下に

おいても必要な機能を維持するためには、感染防止対策の徹底が必要。

○ 国交省より各事業者に対し、感染防止対策の徹底を要請。これを受け、各業界団体において、ガイド

ラインが策定されている。

自動車分野における新型コロナウイルスの感染防止対策
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【バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン】

（１）策定主体は、（公社）日本バス協会 ※国は指導・助言を行う立場

（２）事業者団体が、感染症専門家（医学部教授等）に助言をうけながら作成し、令和2年5月14日に「第１版」
を公表。以後、内容を一部改訂。 ※今後も、最新の状況・知見等に対応して随時見直し

① 感染予防のための基本的な考え方
・運行形態等を十分に踏まえ、事業所内・車内等に
おいて、従業員等の感染を防止するよう努めること

１．概要

２．具体的内容
④ 運転者に対する点呼

・対面により点呼を行う際に、適切な距離の保持、換気の徹
底等により、「三つの密」を避けるための取組を行うこと

・体温測定結果の報告等により、健康状態を確実に把握し、
発熱等の症状がある場合には、自宅待機させること 等

③ 車両・設備・器具
・車内の座席やつり革など、乗務員や利用者が頻
繁に触れる箇所をこまめに消毒すること

・運転に支障がない場合に、運転席及び運転席と後
部座席の間に防護スクリーンを設置すること等に
より、飛沫感染を防止するよう努めること 等

② 健康管理
・従業員に対して、可能な限り朝夕２回の体温測定
を行った上で、測定結果や症状の有無を報告さ
せ、症状がある者に対しては自宅待機させること

・従業員に対して、毎日十分な睡眠をとり、休日は
休養に努めるよう求めること 等

⑤ 運行中
・乗務員がマスクを着用すること
・エアコンによる外気導入や窓開け等の車内換気を行うこと
・運転者に対し、乗務中に体調不良を認めた時は運行管理
者に連絡することを徹底し、乗務を中止させること 等

⑥利用者に対する協力のお願い
・バス待合所やバスターミナル、バス車内において、アナウ
ンスや掲示により、感染予防対策の徹底、時差通勤等の推
進などを呼び掛けるよう努めること

・屋内のバス停留所においてバス待ち列を作る際には、出
来る限りのフィジカル・ディスタンスをとるよう協力を求める
とともに、可能であれば換気を行うこと 等

自動車分野における新型コロナウイルスの感染防止対策
同様に
「タクシーにおける新型コロナウイル
ス感染予防対策ガイドライン」
も作成、公表されています。
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自動車分野における新型コロナウイルスの感染防止対策

【貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン】

○ 日本バス協会、日本旅行業協会（JATA）、全国旅行業協会（ANTA）が、感染症の専門家の助言を受けて作成
※ 国は指導・助言を行う立場

○ バス業界・旅行業界のガイドライン（5/14策定）を踏まえつつ、貸切バスで旅行する際の利用者の視点を追加

１．概要

２．具体的内容

（５）利用者への周知
・マスク着用、手指消毒、飲食の手控え等について、リーフレット等を通じて利用者に周知

・バスの換気性能のＰＲ

（３）ガイドの対応
・アナウンス時のマスク着用の徹底
・アナウンスについて、可能な限り前方を向いて行う等

（４）利用者への協力依頼
・小グループに分かれての乗車、降車時の順次の離席

・車内における飲食をできる限り避ける

・カラオケの利用や、サロン席での飲食・歓談の原則禁止

（１）バス会社の取組
・アルコール検知器の除菌

・外気換気モードによるエアコンの使用を基本とし、更
に、利用者の協力を得て、現場判断により随時窓の開
放をすることによる車内換気の徹底

・車内消毒・清掃（原則１仕業終了ごと。手すり等利用者
が頻繁に触れるような場所は、随時実施）

・車内アナウンスにより、利用者に対し、マスク着用、手
指消毒等について協力依頼

（２）旅行会社の取組
・出発前の利用者の体調管理（体温、体調チェック）、発
熱の疑い等のある利用者に旅行参加を遠慮いただく

・旅行参加者の連絡先情報の１ヶ月保存

・ＳＡ、ＰＡ等における休憩をできる限り長めに取る

・マスク着用、飲食をできる限り避ける等について利用
者への協力依頼

18
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バス停の安全性確保対策のこれまでの取り組み
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これまでの経緯

○平成３０年８月３0日に横浜市で発生した交通死亡事故を契機に、全国すべての路線バス事業者を対象に調査を実施し、

警察や道路管理者等の関係機関の協力を得ながらバス停ごとの安全上の優先度を判定した上で、それに応じた安全

対策を検討することとなった。

○バス停に停車したときに横断歩道にバスの車体がかかるバス停などを抽出し、道路交通環境を踏まえ、安全上の優先

度判定（ＡＢＣランク分け）を実施（ランクの定義は次ページご参考）。

〇全国５３カ所の合同検討会毎に、令和２年１０月３０日からランク分けされたバス停のリストを順次公表された。

○令和３年３月１９日までに全ての合同検討会が公表を完了し、安全上問題があるバス停は全国計10,374件（Ａ1,654件、

Ｂ5,741件、Ｃ2,979件）、全バス停407,198件の約2.5%という結果となった。

◯バス停留所の安全対策について、移設や廃止等のハード対策や、バス利用者等への注意喚起、啓発活動等関係機関

の協力を得ながら継続して取り組んでいる状況（合同検討会でのフォローアップ、リスト更新状況の公表）

中部運輸局管内の公表状況

県 名
（公表日）

愛 知
（R2.12.23）

静 岡
（R2.12.25）

岐 阜
（R2.12.23）

三 重
（R2.10.30）

福 井
（R3.1.22）

全 国

公表済み
抽出停留所数

＜全停留所数＞

A： ９
B：２７２
C：２３６

計

５１７

A：１７８
B：４９６
C：２０９

計

８８３

A： ５３
B：２６３
C： ６８

計

３８４

A： ５３
B： ４１
C： ３１

計

１２５

A： ３１
B：１０１
C： ５１

計

１９１

A：１,６５４
B：５,７４１
C：２,９７９

公表後の対策
済み停留所数

（進捗率）

A： ８
B：４７
C：１０

計

６５

１３％

A： １２
B： ４２
C： ２５

計

７９

９％

A： ７
B： ３５
C： １８

計

６０

１６％

A： １３
B： ２２
C： ２２

計

５７

４６％

A： ４
B： ３
C： ３

計

１０

５％

A：２３９
B：５６３
C：２８８

計

１,０９０
１１％

○令和３年８月末時点

＜14,072＞
約3.4%

＜13,487＞
約3.3%

＜7,545＞
約1.9%

＜5,052＞
約1.3%

＜5,659＞
約1.4%

＜４０7,198＞
約2.5%
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Ａランク
○ 過去３年以内に停車したバスが要因となる人身事故が発生して

いるバス停留所
○ バスがバス停留所に停車した際に横断歩道にその車体がかかる

バス停留所

○ Ａランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に横断歩道の
前後５ｍの範囲にその車体がかかるバス停留所

○ Ａランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点に
その車体がかかるバス停留所

Ｂランク

Ｃランク
○ Ａ又はＢランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に

交差点の前後５ｍの範囲にその車体がかかるバス停留所
○ Ａ又はＢランク以外で、地域住民等の意見や各都道府県の実情に

応じて抽出したバス停留所

※ 横断歩道の図のみ記載しているが、交差点にも準用すること。

ＡＢＣランク
の定義（参考）

19
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安全上問題のあるバス停の注意喚起等のソフト対策

20

合同検討会構成員の各機関が連携した取組み

＜注意喚起ポスター（バス停、車内掲示）＞

＜バス車内

の掲示＞

（合同検討会構成員）

運輸支局、国道事務所、警察、県、市町村、バス協会

※中部運輸局管内の各県合同検討会の取組み
＞

＜バス停上屋での

ポスター掲示＞

バス事業者の取組み ＜注意喚起ポスター

（バス停、車内掲示）＞

＜停車バス停の案内の際の車内アナウンス例＞
お客様にお願いです。バスをお降りになった後、バスの直前直後の道路横断は非常に危険です。
バスの発進後、周囲の安全を確認してから横断してください。

＜立て看板＞＜車内デジタルサイネージ＞
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自家用有償旅客運送制度に関するトピックス

事業者協力型 自家用有償旅客運送

出典・参照：自家用有償旅客運送ハンドブック（令和２年１１月改定）
国土交通省HP
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自家用有償旅客運送制度に関するトピックス

地域の輸送に係る課題解決のため市町村等が行う期間を限定した社会実験としての自家用自
動車による有償運送の取扱いについて （令和3年6月22日～7月21日 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｺﾒﾝﾄ実施）

意見公募要領（抜粋）

通達概要（抜粋）

今後、関係通達の発出が想定される（R3.9.16時点では未発出）


